
近
世
初
期

の
関
東
古
義
真
言
宗

の
本
末
制
度

の

一
考
察
 
(
宇

高
)
 

三
三
〇

近
世
初
期

の
関
東
古
義
真
言
宗

の
本
末
制
度

の

一
考
察

宇

高

良

哲

本
小
論
で
は
箱
根
金
剛
王
院
を
中
心
と
し
て
、
相
模
地
方
の
古
義
真

言
宗
寺
院
が
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
辿

つ
て
本
末
制
度
を
整
備
し
て
い

つ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
私
達
が
数
年
来
調
査
を
続
け
て

い
る
京
都
東
寺
宝
菩
提
院
の
資
料
の
中
に
、
宝
菩
提
院
と
相
模
地
方
の

古
義
真

言
宗
寺
院
と
の
間
の
本
末
争
い
を
示
す
往
復
書
翰
が
数
通
発
昂

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
資
料
を
中
心
に
述
べ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の

資
料
は
慶
長
十

一
年

(
一
六
〇
六
)
に
箱
根
の
金
剛
王
院
が
小
田
原

の

蓮
上
院
と
西
光
院
の
帰
属
化
を
争

つ
た
際
に
、
金
剛
王
院
側
が
、
そ
れ

ま
で
の
後
北
条
時
代
の
本
末
関
係
を
示
す
証
文
と
し
て
本
寺
で
あ
る
宝

菩
提
院

に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
北
条
時
代
の
金
剛
王
院

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「箱
根
権
現
別
当
金
剛
王
院
融
山
に

つ
い
て
」

『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』

六
十

一
、

昭
和
五
十
年
十

三
月

一
日
刊

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

天
正
六
年
八
月
三
日
付

の
東
寺
金
剛
珠
院
亮
秀
書
状
案

(宝
菩
提
障

文
書
)

に
は
、

御
札
委
曲
令
披
見
候
、
伍
蓮
上
院
与
令
申
事
、
具
ニ
承
候
、
随
而
先
年
亮
宙

僧
正
下
国
之
嗣
、
為
直
末
之
旨
、
対
貴
院
一
札
被
進
候
、
其
上
融
山
副
状
等

厳
重
之
上
者
、
是
非
不
及
沙
汰
儀
候
、
就
其
二
三
ヵ
年
以
前
、
金
剛
頂
寺
与

(化
)

真
福
寺
本
末
相
論
刻
、
御
国
之
能
家
衆
之
由
令
申
、
以
連
判
理
候
間
、
有
様

旨
従
惣
寺
連
署
之
筋
於
、
為
当
所
一
札
被
下
候
キ
、
将
又
御
影
供
等
、
法
事

出
仕
等
之
儀
者
、
法
流

一
味
之
寺
者
、
互
出
頭
在
事
者
、
於
本
寺
茂
其
分
候
、

錐
然
、
本
末
有
無
立
入
事
無
之
候
、
但
自
先
々
末
寺
相
定
於
諸
寺
者
、
不
及

是
非
候
、
所
詮
、
様
子
者
先
年
之
連
署
相
見
候
、
其
上
亮
恵
僧
正
下
向
之
瑚
、

被
置
定

一
書
有
之
者
、
任
其
状
可
為
理
運
候
、
猶
使
僧
申
渡
候
之
条
、
不
能

細
筆
候
、
恐
々
謹
言
、

(天
正
六
年
)
 

(東
寺
金
剛
珠
院
)

八
月
三
日
 

亮
秀
在
判

西
光
院
回
報

と
あ
る
。

こ
の
頃
小
田
原
の
蓮
上
院
と
西
光
院

の
問
で
紛
争
が
起
つ
て

い
た
。

こ
れ
は
蓮
上
院
が
西
光
院
を
自
分
の
末
寺
と
主
張
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
東
寺
金
剛
珠
院
の
亮

秀

は
こ
の
書

状

の
中

で
、
西
光
院
は
弘
治
二
年

(
一
五
五
六
)
に
先
師
亮
恵
が
関
東
に
下
向

し
た
と
き
に
、
東
寺
の
直
末
に
定
め
て
い
る
。

そ

の
上
、
永
禄
六
年

(
三
五
六
三
)
に
西
光
院
義
山
の
師
匠
融
山
が
、

西
光
院

は
東
寺

の
法
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流
に
従
う

こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
証
文
が
あ
り
、
西
光
院
は
蓮
上
院

の
末
寺

で
は
な
い
と
い
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
天
正
六
年
頃
ま
で
東

寺
側
で
は

一
貫
し
て
西
光
院
を
後
押
し
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
書
状
案
を
み
る
と
、
天
正
三
、
四
年
頃
相
模

の
大
中
郡
岡
崎
の

金
剛
頂
寺

と
真
福
寺
が
本
末
を
争
つ
た
と
き
、
相
模
の
古
義
真
言
宗
寺

院
の
能
化
衆
が
相
談
を
し
て
、
本
末
関
係
を
整
理
し
て
西
光
院
は
蓮
上

院
の
末
寺

と
す
る
こ
と
を
東
寺
に
申
入
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
東
寺
は

従
来
か
ら

の
契
約
を
楯
に
と
り
国
元
か
ら
の
申

入
れ
を
拒
否
し
て
い

る
。
亮
秀

は
国
元
の
真
言
宗
寺
院
が
御
影
供
等
の
法
要
に
相
互
に
出
仕

し
あ
う
こ
と
は
東
寺
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
国
元
の
慣
習
ま
で
立
入

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
従
来
か
ら
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
は
特
別
で

あ
り
、
西
光
院
の
場
合
は
東
寺
宝
菩
提
院
亮
恵
と
の
本
末
証
文
が
明
白

で
あ
り
、

西
光
院
を
蓮
上
院
の
末
寺
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と

反
論
し
て
い
る
。
蓮
上
院
は
金
剛
頂
寺
等
と
共
に
相
模
七

ヵ
寺
の

一
つ

に
数
え
ら
れ
る
有
力
寺
院
で
あ
る
。
更
に
翌
年
十
月
四
日
付
の
亮
秀

・

信
恵
連
署
書
状
案

(宝
菩
提
院
文
書
)
を
み
る
と
、

小
田
原
西
光
院
事
、
可
為
宝
菩
提
院
直
末
之
旨
、
亮
恵
僧
正
一
札
井
融
山
僧

正
副
状
、
在
之
上
者
、
向
後
弥
可
被
守
彼
掟
事
専
要
候
、
伍
状
如
件
、

天
正
七拾

月
四
日

東
寺
金
剛
珠
院
権
大
僧
都
亮
秀
判

宝
菩
提
院
大
法
師
信
恵
在
判

相
艸
小
田
原
西
光
院

と
あ
り
、

東
寺
側

で
は
西
光
院
が
東
寺
宝
菩
提
院
の
直
末
で
あ
る
こ
と

を
再
確
認
し
て
お
り
、
蓮
上
院
側
の
主
張
は
通
ら
な
か

つ
た
。

こ
の
蓮
上
院
と
西
光
院
の
本
末
争
い
の
背
景
は
複
雑
で
あ

つ
た
。
経

過
の
詳
細
は
前
掲
拙
稿
論
文
を
参
照
願
い
た
い
が
、
蓮
上
院
は
金
剛
王

院
の
融
山
が
晩
年
に
兼
帯
し
た
寺
で
あ
る
。

一
方
西
光
院
は
融
山
の
弟

子
義
山
が
止
住
し
て
い
た
寺
で
あ
る
。
両
院
共
に
宝
菩
提
院
の
直
末
で

あ
る
。

こ
れ
は
西
光
院
が
弘
治
二
年
に
融
山
を
介

し
て
宝
菩
提
院
亮
恵

か
ら
法
流
伝
授
を
う
け
、
昇
格
し
て
同
格
に
な

つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
前
か
ら
両
寺
の
間
で
本
末
争
い
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

亮
恵
と
融
山
の
残
後
、
両
院
の
間
で
本
末
争
い
が
再
熱
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
後
北
条
政
権
下
の
天
正
六
年
の
争

い
は
東
寺
側
の
助
力

に
よ
つ
て
、
西
光
院
側
の
勝
利
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
徳
川
政
権
下
の
慶
長
十

一
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
八
月
十
二
日
付

の
箱
根
金
剛
王
院
義
山
書
状

(宝
菩
提
院
文
書
)
に
は
、

態
以
使
僧
申
達
候
、
傍
先
年
も
如
申
入
候
、
小
田
原
西
光
院
義
、
亮
恵
僧
正

宝
菩
提
院
直
末
被
仰
付
候
間
、
去
乱
後
迄
愚
老
居
住
仕
候
、
十
七
ヶ
年
以
前
、

箱
根
山
へ
罷
移
候
二
付
而
、
弟
子
分
之
者
申
付
候
処
、
去
春
死
去
申
候
、
然

処
、
当
蓮
上
院
末
寺
之
由
、
拙
老
不
可
有
綺
之
由
申
候
、
先
年
も
蓮
上
院
前

住
加
様
之
儀
被
申
出
、
本
寺
之
御
紙
面
二
付
而
閉
口
被
申
候
キ
、
再
往
之
公

事
、
以
外
之
悪
比
丘
ト
存
候
へ
共
、
不
及
了
簡
候
間
申
上
候
、
亮
恵
僧
正
以

来
之
御
書
出
写
進
上
之
候
、
御
披
見
之
上
急
度
被
仰
付
候
而
可
被
下
候
、
本

寺
之
御
意
違
背
之
仁
二
候
、
向
後
モ
大
方
二
被
仰
付
候
者
、
可
申
掠
悪
僧
二

候
、
於
此
方
小
田
原
城
代
衆
へ
御
証
文
を
以
申
候

へ
共
、
本
寺
へ
可
申
上
之

近
世
初
期

の
関
東
古
義
真
言
宗

の
本
末
制
度

の

一
考
察
 
(
宇

高
)
 

三
三

一
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近
世
初
期

の
関
東
古
義
真
言
宗

の
本
末
制
度

の

一
考
察
 
(
宇

高
)
 

三
三
二

(虫
損
)

由
被
申
候
間
如
此
候
、大
久
保
相
模
守
所
へ
御
状
被
遣
候
而
、可
被
下
候
□

奉
願
候
、
恐
怪
謹
言
、

八
月
十
二
日

金
剛
王
院
義
山
 (花
押
)

金
剛
珠
院
様
人
々
御
中

と
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
義
山
は
天
正
十
八
年

の
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原

攻
め
の
頃
ま
で
、
小
田
原
の
西
光
院
に
止
住
し
て
い
た
が
、
乱
後
に
箱

根
の
金
剛
王
院
に
移

つ
て
い
る
。
義
山
は
天
正
十
八
年
に
金
剛
王
院
に

移
住
す
る
際
、
西
光
院
を
自
分
の
弟
子
に
譲
つ
て
い
た
。
そ
れ
が
十
七

年
後
の
慶
長
十

一
年
に
西
光
院
の
弟
子
分
の
住
職
が
死
ん
だ
の
で
、
義

山
が
後
住
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
小
田
原
の
蓮
上
院
か
ら
西

光
院
は
自
分
の
末
寺
で
あ
る
か
ら
、
義
山
が
干
渉
し
て
も
ら

つ
て
は
困

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
義
山
は
東
寺
金
剛
珠
院
亮
秀
に
、

蓮
上
院
は
以
前
に
も
、

お
そ
ら
く
天
正
六
年
の
本
末
争
い
を
指
す
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
前
住
が
西
光
院
を
自
分
の
末
寺
で
あ
る
と
主
張
し
て
、

本
寺
の
証
文
に
よ
つ
て
敗
れ
て
い
る
の
に
、
再
び
訴
訟
を
起
す
よ
う
な

悪
僧
で
あ
り
、
国
元
で
は
収
拾
が
つ
か
な
い
の
で
、
従
来
か
ら
の
由
緒

の
証
文
を
提
出
す
る
の
で
、
本
寺
の
方
で
宜
し
く
裁
許
し
て
も
ら
い
た

い
と
い
つ
て
い
る
。
義
山
は
最
初
こ
の
訴
訟
を
小
田
原
城
主
大
久
保
相

模
守
忠
隣

の
と
こ
ろ

へ
も
つ
て
い
つ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
本
寺
の
方

へ

訴
え
る
よ
う
に
と
の
指
示
な
の
で
、
東
寺
金
剛
珠
院
亮
秀
に
願
い
出
て
、

し
か
る
べ
く
処
置
を
し
て
国
元
の
小
田
原
城
主
に
報
告
し
て
も
ら
い
た

い
と
い
つ
て
い
る
。
当
時
の
宝
菩
提
院
住
持
は
禅
源
で
あ
る
が
、
従
来

か
ら
の
由
緒
に
よ
つ
て
金
剛
珠
院
亮
秀
に
斡
旋

を
頼

ん
だ
の
で
あ

ろ

う
。

一
見
、
義
山
の
訴
え
は
も
つ
と
も
な
よ
う

で
あ
る
が
、
今
回
の
紛

争
は
容
易
に
解
決
し
な
か
つ
た
。
慶
長
十

一
年
と
思
わ
れ
る
八
月
十
三

日
付
の
円
光
寺
元
倍
書
状
 
(蓮
上
院
文
書
)
 に
は
、

□
□
□
主
殿
殿
□
致
談
合
、
済
々
申
候
間
、
可
御
心
安
候
、
以
上
、

近
年
筥
根
之
別
当
、
小
田
原
之
蓮
乗
院

・
西
光
院
両
院
共
二
末
寺
之
由
被
申

懸
候
、
錐
然
、
不
末
寺
証
文
出
申
、
其
上
曖
衆
御
座
候
而
相
済
候
、
西
光
院

常
住
物
、
従
別
当
御
請
取
候
而
、
蓮
乗
院
へ
御
渡
尤
存
候
、
如
注
文
之
面
、

無
相
違
可
被
仰
付
候
、
別
当
被
致

一
札
候
間
、
御
披
見
候
而
可
然
存
候
、
於

様
子
者
蓮
乗
院
可
被
申
候
間
不
具
、
恐
怪
謹
言
、

八
月
十
三
日

円
光
寺
元
信
 (花
押
)

(忠
隣
)

大
久
保
相
模
守
殿

と
あ
り
、
義
山
は
蓮
上
院
と
西
光
院
の
両
方
と
も
金
剛
王
院
の
末
寺
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
蓮
上
院
は
自
分
は
宝
菩
提
院

の
直
末
で
あ
り
、
西
光
院
は
自
分
の
末
寺
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
両
者

は
対
立
し
て
い
た
。
義
山
は
す
で
に
西
光
院
は
自
分
の
末
寺
で
あ
る
と

い
つ
て
財
産
を
没
収
し
て
し
ま
つ
て
い
た
。
そ

の
た
め
本
末
争
い
の
公

事
に
な
り
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
曖
衆

(仲
介
者
)
、
お
そ
ら
く
亮
秀
と
思

わ
れ
る
が
出
て
示
談
と
な
つ
た
。
し
か
し
今
回
の
示
談
に
よ
り
財
産
を

蓮
上
院
に
返
却
す
る
こ
と
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。

更
に
十
二
月
五
日
付

の
東
寺
宝
菩
提
院
禅
源
書
状

(蓮
上
院
文
書
)
を

み
る
と
、
禅
源
は
再
度

小
田
原
城
主
大
久
保
忠
隣
に
義
山
か
ら
西
光
院
の
家
財
を
取
り
戻
し
て
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く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
ひ
こ
れ
を
み
る
と
示
談
と
は
い
い
な
が
ら
、

今
回
の
裁
許
で
は
蓮
上
院
側
の
主
張
が
通
り
、
実
質
的
に
は
金
剛
王
院

義
山
側

が
敗
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
西
光

院
は
か

つ
て
弘
治
二
年
に
東
寺
宝
菩
提
院
亮
恵
と
箱
根
金
剛
王
院
融
山

の
契
約

に
よ
り
、
宝
菩
提
院
の
直
末
に
な
つ
た
寺
で
あ
る
。
し
か
も
西

光
院
は
そ
の
後
も
融
山
の
弟
子
義
山
が
住
職
を
し
て
い
た
。
更
に
天
正

十
八
年

に
義
山
が
金
剛
王
院
に
移
る
と
き
に
自
分
の
弟
子
を
後
住
に
任

命
し
て
も
問
題
が
な
か
つ
た
程
、
金
剛
王
院
融
山

・
義
山
と
密
接
な
寺

で
あ
る
。
そ
れ
が
慶
長
十

一
年
頃
に
な
る
と
、
か
つ
て
金
剛
王
院
融
山

が
兼
帯

し
て
い
た
小
田
原
城
下
の
蓮
上
院
の
勢
力
が
伸
張
し
て
、
西
光

院
を
蓮
上
院
の
末
寺
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
西
光
院
と
宝
菩
提
院
の
本

末
関
係

を
楯
に
と
り
、
金
剛
王
院
義
山
の
干
渉
を
排
除
し
よ
う
と
し
て

い
る
。

宝
菩
提
院
と
西
光
院
の
本
末
関
係
の
成
立
過
程
を
み
る
と
、
西

光
院
を
金
剛
王
院
が
支
配
す
る
の
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
近

世
初
期
に
な
る
と
、
西
光
院
と
金
剛
王
院
の
人
的
な
結
び
付
き
は
否
定

さ
れ
、
東
寺
宝
菩
提
院
直
末
と
い
う
格
式
だ
け
が
優
先
し
て
、
西
光
院

は
金
剛

王
院
義
山
の
支
配
下
か
ら
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
十
二
月
五
日

付
の
禅
源
書
状
の
中
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
光
院
と
蓮
上
院

は
共
に
宝
菩
提
院
の
直
末
で
あ
り
、
原
則
的
に
は
両
寺
の
間
に
本
末
関

係
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
蓮
上
院
は
早
く
か
ら
西
光
院

を
自
分

の
支
配
下
寺
院
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
回
の
裁
許
で
は

蓮
上
院

は
金
剛
王
院
の
干
渉
を
排
除
し
て
実
質
的
に
西
光
院
を
末
寺
化

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
の
金
剛
王
院
が
、

か
つ
て
小
田
原
の
後
北
条
氏
と
密
接
な
関
係
に
あ
つ
た
た
め
か
、
徳
川

新
政
権
と
は
あ
ま
り
親
密
で
な
か

つ
た
ら
し
く
、
慶
長
十
七
年
頃
と
推

定
さ
れ
る
七
月
十
二
日
付
の
本
多
正
純
書
状

(
金
剛
王
院
文
書
)
を
み
る

と
、
天
正
十
八
年
四
月
の
豊
臣
氏
と
後
北
条
氏
の
箱
根
山
中
の
戦
い
で

戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
焼
失
し
た
堂
舎
の
再
興
も
ま
ま
な
ら
な
か

つ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
山
中
の
金
剛
王
院
に
代
り
、
小
田
原
城
下
の

蓮
上
院
が
勢
力
を
伸
ば
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
し
時
代
の
下
る
史

料
で
あ
る
が
、
寛
永
十
年
(
一
六
三
三
)
の

『
関
東
古
義
真
言
本
末
帳
』

(『大
日
本
近
世
史
料
』
「
諸
宗
末
寺
帳
」
上
)
を
み
る
と
、
蓮
上
院
は
宝
菩
提

院
直
末
と
あ
る
が
、
西
光
院
は
蓮
上
院
の
末
寺
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一

方
、
金
剛
王
院
は
仁
和
寺
末
と
さ
れ
て
お
り
、

い
つ
の
時
点
か
ら
か
、

金
剛
王
院
は
宝
菩
提
院
と
の
交
流
を
断
ち
、
仁
和
寺
の
末
寺
と
な

つ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
か
明
白
で
な
い
が
、
寛

永
十
年
の
本
末
帳
の
原
型
は
、
す
で
に
慶
長
十

一
年
の
両
者
の
本
末
争

い
に
も
そ
の

一
端
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
初
期
の
関
東
古
義

真
言
宗
の
本
末
関
係
は
不
安
定
で
あ
り
、
法
流
伝
授
を
中
心
と
し
た
人

間
関
係
や
幕
府
と
の
結
び
付
き
の
強
弱
に
よ

つ
て
本
末
関
係
が
移
動
し

て
い
た
。

し
か
し
江
戸
時
代
に
な
る
と
他
の
宗
派
と
同
様
に
法
流
や
人

間
よ
り
も
寺
格
が
優
先
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い

つ
た
の
で
あ
る
。

近
世
初
期
め
関
東

古
義
真
言
宗

の
本
末
制
度

の

一
考
察
 
(
宇

高
)
 

三
三
三
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